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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

人形峠環境技術センター  

核燃料物質加工施設保安規定の変更認可申請の 

一部補正について  

 

 

 

 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２２条第１項の規定

に基づき，令和５年３月２８日付け令０４原機（峠）１６４をもって申請を行っ

た国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター核燃料物

質加工施設保安規定の変更認可申請を別紙のとおり一部補正します。 



1／1 

別 紙 

核燃料物質加工施設保安規定の変更の一部補正 

 

Ⅰ．補正の内容 

令和５年３月２８日付け令０４原機（峠）１６４をもって申請を行った国立研究

開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター核燃料物質加工施設保

安規定の変更認可申請を以下のとおり一部補正する。 

該当箇所 補正前 補正後 

別紙 

Ⅱ．変更の理由 

１． （略） 

２． （略） 

３．放射線業務従事者に係る外部被

ばく線量の測定について，公益財

団法人日本適合性認定協会による

ISO/IEC 17025 に基づく放射線個

人線量測定分野の認定を取得した

外部の機関に委託することから，

当該測定に用いる放射線測定機器

の管理を変更するため。 

 

 

 

 

 

４． （略） 

５． （略） 

６． （略） 

１． （補正なし） 

２． （補正なし） 

３．放射線業務従事者に係る外部被

ばく線量の測定について，公益財

団法人日本適合性認定協会による

ISO/IEC 17025 に基づく放射線個

人線量測定分野の認定を取得した

外部の機関に委託することから，

当該測定に用いる放射線測定機器

の管理を変更するため。 

なお，外部機関への委託に当た

っては，品質マネジメントシステ

ムの調達プロセス等により外部被

ばく線量測定に係る品質を確保す

る。 

４． （補正なし） 

５． （補正なし） 

６． （補正なし） 

 

Ⅱ．補正の理由 

放射線業務従事者に係る外部被ばく線量の測定の外部機関への委託に当たって

は，品質マネジメントシステムにより当該測定の品質を確保することを明確にする

ため。 

 

以上 


